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【新】令和８年４月 【旧】令和７年 12 月 備  考 

１．１ 総合評価方式とは 

 

１．１．２ 各段階における方式の選択について 

（１） 入札参加資格者の選定方法 

工事規模が６千万円以上の場合は、一般競争入札方式となる。 

６千万円未満の場合は指名競争入札としており、その他特殊な技術を要する工事等において、

随意契約方式を採用している。 

 

（２） 落札者の選定方法 

工事において、技術的な工夫が必要ない工事は、価格で落札者を決定する「一般競争入札方式

(価格競争方式)」とし、技術的な工夫が可能な工事については、価格と技術力を総合的に評価する

「総合評価方式」としている。 

 

入札方法 落札者の選定方法

　によらずに、任意で決定した相手と契約を締結す

　る方式。

　　【沖縄県随意契約ガイドラインによる】

一般競争入札方式
（価格競争方式）

●　工事において技術的な工夫が必要ない工事

●　価格で落札者を決定する工事

総合評価方式

●　工事において技術的な工夫が可能な工事

●　価格と技術力を総合的に評価し、落札者を

　 決定する工事

随意契約方式

　特殊な技術を要する工事等において、競争入札

　　　　○技術的な工夫が必要ない

　　　　○技術的な工夫が可能

　競争に付して契約者を決める方式。

【その他】

【６千万円以上】

一般競争入札

　 入札参加条件を満たした者は、全て入札に参加

　することを認める方式。

【６千万円未満】

指名競争入札

　特定の条件により発注者側が指名した者同士で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１ 総合評価方式とは 

 

１．１．２ 各段階における方式の選択について 

（１） 入札参加資格者の選定方法 

工事規模が５千万円以上の場合は、一般競争入札方式となる。 

５千万円未満の場合は指名競争入札としており、その他特殊な技術を要する工事等において、

随意契約方式を採用している。 

 

（２） 落札者の選定方法 

工事において、技術的な工夫が必要ない工事は、価格で落札者を決定する「一般競争入札方式

(価格競争方式)」とし、技術的な工夫が可能な工事については、価格と技術力を総合的に評価す

る「総合評価方式」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2 ページ】 

 

一般競争入札方式の

採用規模を変更 
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【新】令和８年４月 【旧】令和７年 12 月 備  考 

１．２ 総合評価方式の基本的事項 

 

１．２．１ 総合評価方式の概要及び種類 

 

（１） 特別簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい工事において、施工計画の評価を要件とせず、施工実績や工事成

績など、定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する方式である。 

原則、工事規模 1.8 億円未満の工事に適用する。 

ただし、技術提案に差が付かないと見込まれる工事については、この限りではない。この場合、

所管課と調整のうえ、各発注部署にて適用理由を整理すること。(平成 23年３月 25日付け土技第

1348 号) 

 

 

工事規模 　　　　　　　　　　　　※ を標準とする。
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発 注 方 式 等 関 係 図

総合評価方式の選定

　　　　         　　　　　　難

技術的難易度

簡易型Ⅰ型・Ⅱ型
標準型簡易型Ⅰ型・Ⅱ型 高度技術提案型

簡易型Ⅰ型・Ⅱ型特別簡易型
特別簡易型

簡易型Ⅰ型・Ⅱ型

 

 

 

１．３ 入札方法等 

１．３．１ 総合評価方式の対象工事 

原則、設計金額（税込み）６千万円以上の工事 

 

１．２ 総合評価方式の基本的事項 

 

１．２．１ 総合評価方式の概要及び種類 

 

（１） 特別簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい工事において、施工計画の評価を要件とせず、施工実績や工事成

績など、定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する方式である。 

原則、工事規模 1.5 億円未満の工事に適用する。(平成 22 年３月 30 日付け土技第 1333 号) 

ただし、技術提案に差が付かないと見込まれる工事については、この限りではない。この場合、

所管課と調整のうえ、各発注部署にて適用理由を整理すること。(平成 23 年３月 25 日付け土技

第 1348 号) 

 

 

工事規模 　　　　　　　　　　　　※ を標準とする。
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総合評価方式の選定

　　　　         　　　　　　難

技術的難易度

簡易型Ⅰ型・Ⅱ型
標準型簡易型Ⅰ型・Ⅱ型 高度技術提案型

簡易型Ⅰ型・Ⅱ型特別簡易型
特別簡易型

簡易型Ⅰ型・Ⅱ型

 

 

 

１．３ 入札方法等 

１．３．１ 総合評価方式の対象工事 

原則、設計金額（税込み）5千万円以上の工事 

 

 

【3 ページ】 

 

特別簡易型の適用規

模を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4 ページ】 

特別簡易型の選定基

準額を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7 ページ】 

 

対象金額を変更 
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【新】令和８年４月 【旧】令和７年 12 月 備  考 

１．４ 基本事項（共通事項） 

 

（２） 申請書、確認資料、証明資料、追加資料について 

 

3) 提出について 

a) 入札参加資格確認申請書の押印は必要ないものとするが、提出時に提出者の本人確認及び直

筆サインを行うものとする。郵送または電送による提出の場合も記載責任者が直筆サインを行

うこと。申請書等が複数提出されるなど不測の事態があった場合、確認することがある。 

 

 

１．５ 事後審査（自己評価）型について 

 

c) 自己評価表の押印は必要ないものとするが、提出時に提出者の本人確認及び直筆サインを行う

ものとする。郵送または電送による提出の場合も記載責任者が直筆サインを行うこと。自己評価

表が複数提出されるなど不測の事態があった場合、確認することがある。 

 

 

１．６ 総合評価方式における入札参加資格等について 

１．６．１ 入札参加資格要件 

（１） 必須事項 

 

5) 入札公告で求める資格要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。 

a) 別記様式 1-2、別記様式 3（技術者育成型の場合は「別記様式 3-2」を含む）に記入すること。 

b) 配置予定技術者にあっては、申請日以前に３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある

こと。（雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、監理技術者資格者証、市区町村が作成する住

民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証

明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可）により確認する。） 

c) 専任特例の対応を予定している場合、別記様式 3-4 に記入すること。申請書及び確認資料提出

後の審査では、別記様式 3-4 のチェック状況の確認のみとし、要件を確認するための資料の提出

は、落札決定後に求めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．４ 基本事項（共通事項） 

 

（２） 申請書、確認資料、証明資料、追加資料について 

 

2) 提出について 

a) 入札参加資格確認申請書の押印は必要ないものとするが、提出時に提出者の本人確認及び

直筆サインを行うものとする。郵送による提出の場合も記載責任者が直筆サインを行うこと。

申請書等が複数提出されるなど不測の事態があった場合、確認することがある。 

 

 

１．５ 事後審査（自己評価）型について 

 

c) 自己評価表の押印は必要ないものとするが、提出時に提出者の本人確認及び直筆サインを行う

ものとする。郵送による提出の場合も記載責任者が直筆サインを行うこと。自己評価表が複数提

出されるなど不測の事態があった場合、確認することがある。 

 

 

１．６ 総合評価方式における入札参加資格等について 

１．６．１ 入札参加資格要件 

（１） 必須事項 

 

5) 所定の資格要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。なお、特例監理

技術者の配置については、特記仕様書によるものとする。 

  例： １級土木施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有する者 

a) 別記様式 1-2、別記様式 3（技術者育成型の場合は「別記様式 3-2」を含む）に記入すること。 

b) 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のいずれかを満たす者をいう。 

・ １級建設機械施工技士の資格を有する者 

・ 技術士（建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、 林業部門

(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、

「農業－農業土木」又は「林業－森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者 

・ その他、特記仕様書によるものとする。 

c) 配置予定技術者にあっては、申請日以前に３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある

こと。（有効な健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、監理技術者資

格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬

決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可）により確認す

る。） 

d) 専任特例の対応を予定している場合、別記様式 3-4 に記入すること。申請書及び確認資料提

出後の審査では、別記様式 3-4 のチェック状況の確認のみとし、要件を確認するための資料の

提出は、落札決定後に求めるものとする。 

 

 

 

 

 

【9 ページ】 

電送提出の追加 

（導入予定） 

 

 

 

 

【11 ページ】 

電送提出の追加 

（導入予定） 

 

 

【12 ページ】 

 

 

 

文書を削除 

（公告文を参照） 
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【新】令和８年４月 【旧】令和７年 12 月 備  考 

１．７ 評価項目及び評価基準 

 

１．７．２ 評価事項別評価細目 

評価事項における評価事項及び評価細目の事例を下表に示す。工事発注に当たっては、本表を参考

に評価項目を設定する。 

 

 

 

１．７．３ 評価項目の設定及び評価基準等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．７ 評価項目及び評価基準 

 

１．７．２ 評価事項別評価細目 

評価事項における評価事項及び評価細目の事例を下表に示す。工事発注に当たっては、本表を参考

に評価項目を設定する。 

 

 

 

１．７．３ 評価項目の設定及び評価基準等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【17 ページ】 

 

 

評価細目を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【19～32 ページ】 

標準配点（案）および

評価基準（案）の変更 
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【新】令和８年４月 【旧】令和７年 12 月 備  考 

 

１．７．５ 「①企業の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

発注者が示す仕様書等に基づき、企業が適切かつ確実に工事を遂行する能力を、企業の施工実績、

工事成績、表彰等により評価する。 

また、地域精通度等についても、本項目内で評価を行う。 

 

 

 

（８） 沖縄県所得向上応援認証企業 ≪全型共通≫  

 建設業における労務賃金改善に関する取り組みを促進するため、「沖縄県所得向上応援企業認証制

度」にて認証を受けた企業を評価する。 

評価細目 評価の視点 配点 点数 評価基準

2.0 認証企業である

0.0 認証企業でない

沖縄県所得向上応援認
証企業

沖縄県所得向上応援企業認証
制度の認証の有無

2

 

 

1) 評価に関する運用事項 

a) 別記様式 2における認証の有無を評価する。 

b) 申請書及び確認資料提出期限日（※提出日でないことに留意）の７日前（休日含む）までに沖

縄県所得向上応援認証企業の認証を受けている企業を評価対象とする。 

参考例

26 27 28 29 30 5/31 1 2 3 6/4 5
（火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金）

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 提出期限日
対象 対象 対象

この日の 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
活用証明書
まで含む

※　土日休日を含む７日前まで対象
※　例えば提出期限日がR8.6.4の場合、R8.5.28までの認証日であると評価対象。  

2) ＪＶに関する運用事項 

a) 特定ＪＶまたは経常ＪＶとして申請する場合は、代表者を評価する。 

3) 記載内容を証明する証明資料 

 沖縄県所得向上応援認証企業の認証書（写） 
 

 

１．７．５ 「①企業の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

発注者が示す仕様書等に基づき、企業が適切かつ確実に工事を遂行する能力を、企業の施工実績、

工事成績、表彰等により評価する。 

また、地域精通度等についても、本項目内で評価を行う。 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

【33 ページ】 

 

 

 

項目追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【55 ページ】 

評価項目追加 

 

 

 


